
当薬局をご利用の皆様へ 

『調剤管理料及び服薬管理指導料について』 

当薬局では調剤管理料及び服薬指導管理料を算定しています。 

患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お

薬手帳、医薬品リスク管理計画（RMP）、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学的

分析及び評価をおこなった上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学管理を

行っています。 

 また患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投与、相互

作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用

に関し、基本的な説明をおこなっています。薬剤情報等を参照しつつ、患者さまやご家族等

と会話することにより、服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、

処方されたお薬の適正使用のために必要な服薬指導を行っています。 

 

『個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行について』 

 当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、個

別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行いたします。 

 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方やご家族の方が代理で会計を

行う場合においても、明細書を無料で発行します。 

 明細書には、調剤された薬剤の名称や行われたサービス等が記載されます。明細書の発行

をご希望されない方、またはそのご家族の方は、窓口にてその旨をお申し出下さい。 

 

『後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）の選定療養について』 

 後発医薬品（ジェネリック医薬品）があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、

特別の料金をお支払いいただきます。 

・特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の 4 分の１相当の料金のことを言い

ます。 

・特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。 

（端数処理の関係などで特別の料金が 4分の１ちょうどにならない場合もあります。） 

・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発品との薬価差で計算します。 

 

『施設基準に関するお知らせ』 

 当薬局は以下の施設基準の届出を行い、当該加算を算定しています。 

【調剤技術料】 

・調剤基本料１ 

・後発医薬品調剤体制加算３ 



・医療 DX推進体制整備加算 

・連携強化加算 

【薬学管理料】 

・かかりつけ薬剤師指導料 

・在宅患者訪問薬剤管理指導料 

 

『ジェネリック医薬品の調剤について』 

 当薬局では医療費を抑え、お薬代の負担が軽くなるジェネリック医薬品の調剤を積極的

に行っています。 

 

『医療 DX推進体制整備加算について』 

 当薬局では「オンライン資格確認」・「電子処方箋」の対応ができる体制を整えています。 

・オンライン資格確認システムを通じて患者さまの診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤・

服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し、活用しています。 

・マイナンバーカードの健康保険証利用（マイナ保険証利用）を推進する等、医療 DXを通

じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。 

・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療 DXに係る取組を実施し

ています。 

 

『医療情報取得加算について』 

 当薬局では、オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、医療情報取得加

算を算定しております。 

 

『連携強化加算について』 

 当薬局では、災害や新興感染症の発生時などにおける医薬品供給や衛生管理に係る対応

定しています。 

 

『かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について』 

 当薬局では以下の基準を満たす、かかりつけ薬剤師が在籍しています。 

・保険薬剤師の経験３年以上 

・週３２時間以上の勤務 

・当薬局へ１年以上の在籍 

・研修認定薬剤師の取得 

・医療に係る地域活動の取り組みへの参画 

 患者さまの「かかりつけ薬剤師」として安心してお薬を使用していただけるよう、複数の

医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報



を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。 

 

『在宅患者訪問薬剤管理指導について』 

 在宅で療養中の患者さまのうち通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服用の指

導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。ご希望される場合はお申し出く

ださい。（担当医師の了解と指示が必要となります。） 

 

『療養の給付を直接関係のないサービス等の取扱いについて』 

 当薬局では療養給付と直接関係ない項目において実費での負担をお願いしておりますの

でご了承下さい。 

・水剤・軟膏の容器代 

・患者さまのご希望によるお薬の配送の郵送料 


